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大和高田市市民交流センター駐車場運営管理業務委託 

事業者選定プロポーザル実施要項 

 

１ 事業の主旨・目的 

大和高田市市民交流センターは、市民と行政とがそれぞれに持つ資源や能力を活かしながら連

携・協働を推進するために設けられた施設です。開館１０年目の令和７年度は、年間１６０件の市

民活動（地域や社会をよくしようと企画された非営利の活動）が実施され、年間約６万６千人（推

計値）が当該施設を利用しています。 

一方、当該施設は開館１０年を迎える数年前から、設備を中心に修繕や更新が必要になってきて

います。駐車場の管理システムもそのひとつで、ここ数年は、小修繕を繰り返しながら運用してい

る状況が続いています。 

駐車場管理システムを更新するにあたっては、当該施設の特色を活かし、事業者の強みを活かし

た業務提案を募るために、プロポーザルの形式にて事業者を選定することになりました。本要項に

は、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により受託候補者等を選定する

ために必要な事項を定めます。 

 

２ 業務の概要 

業務委託名  大和高田市市民交流センター駐車場運営管理業務 

業務委託内容 別紙「大和高田市市民交流センター駐車場運営管理業務委託仕様書」のとおり 

履行期間   令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

委託料限度額 提案上限額 １９，９６５，０００円（消費税等含む） 

 

３ スケジュール 

 内  容       日  程 

１ 公告 令和８年３月３０日（月） 

２ 質疑の受付期限 令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

３ 質疑の回答期限 令和８年４月１３日（月） 

４ 参加申請書及び業務提案書の提出期限 令和８年４月２３日（木）午後５時まで 

５ プレゼンテーション及びヒアリングの開催 令和８年４月２８日 (火） 

６ 受託候補者の決定 令和８年４月３０日 (木） 

７ 選定結果の通知 令和８年４月３０日（木） 

８ 契約締結予定 令和８年５月中旬 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者は、参加申請時点において、次の各号に掲げる要件を全て満たすも

のとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこ
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と。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」という。）第１７条の規定による更

生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件

（以下「旧更正事件」という。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１

７２号。以下「旧法」という。）第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含む。）をして

いない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の決

定（旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更

生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 

ウ 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをし

ていない者であること。 

エ 平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続開始の申立てをしていない者又

は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者

であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかっ

た者又は申立てがされなかったものとみなします。  

オ 大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５

号に該当する者でないこと。  

カ 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置及

び他市町村における同様の措置を受けている者でないこと。 

キ 令和３年４月１日以降に業務を開始した、行政施設、民間施設における駐車場運営管理業務

の実績を有する者であること。 

 

５ 内容についての質疑等 

（１）質疑の受付 

受付期限  令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

受付方法  質疑書（様式５）に質疑事項を簡潔に記載し、電子メールにて提出して下さい。 

※質疑は電子メールのみとします。口頭、電話、郵送等その他の方法によるものは、 

受け付けません。 

提出先   大和高田市 市民生活部 市民協働課 cosmos-plaza@city.yamatotakada.nara.jp 

（２）質疑に対する回答 

回答期限  令和８年４月１３日（月）まで 

回答方法  質疑に関する回答は、質疑を受理した日から３日後を目処に大和高田市市民交流セ

ンターのホームページにおいて、随時公表します。 

 

６ 参加申請及び業務提案書の提出 

この実施要項の記載内容を全て承知し、プロポーザル方式の事業者選定に参加を申請する者は、

参加申請書に必要書類を添付し、市民交流センターに提出して下さい。 

提出期限  令和８年４月２３日（木）午後５時まで(期間中の休館日（４月６日（月）及び４
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月２０日（月））を除く。) 

提出場所  大和高田市市民交流センター ２階事務所 

提出書類  ①申請関係 

様式１     参加申請書  

様式２   業務実績書 

 ※実績に記載した内容を証する資料（契約書や業務仕様書等の写し）を、併せ

て提出してください。 

様式３     暴力団排除に関する誓約書 

②提案関係 

様式４   業務提案書 

参考見積（任意様式） 

※内訳として、年度毎の金額についても、記載してください。 

③会社概要（任意様式） ※パンフレット等で可 

なお、令和８年度の大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高

田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿に登録していない者は、下記の書類を併

せて提出してください。 

④履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑤印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

提出方法  郵送又は持参により提出して下さい。 

郵送の場合は、簡易書留又は書留にて、期限内必着とします。 

持参の場合は、休館日（４月６日（月）及び４月２０日（月））及び正午から午後

１時までの時間を除く、午前９時から午後５時まで受付けますが、事前に持参する時

間を事務局と調整してください。 

提出部数  様式４は、１１部（原本を１部、副本（写し）１０部） 

      様式４以外は、各１部 

※提出書類の副本には、企業名やロゴマーク及び製品名等、提出者が特定できるよ

うなものは一切記載しないこと。 

 

７ 業務提案事項 

 業務提案書は、以下の業務提案事項を含んで、Ａ３用紙２枚以内にまとめて記載してください。 

 ア 運営方法 業務体制、利用時間、準備スケジュール、周知方法など 

 イ 管理方法 管理方法、トラブル対応など 

 ウ 独自提案 事業者のノウハウを活かした創意工夫、独創的な事業提案など 

 

８ プレゼンテーション及びヒアリングについて 

プレゼンテーション及びヒアリングは下記のとおり行います。 

開催日時  令和８年４月２８日 (火）（午後を予定） 

※参加申請者には、別途各々の開催時刻を連絡します。なお、プレゼンテーション
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の順番は、参加申請書の受付順とします。 

開催場所  大和高田市役所 ５階会議室７ 

時間    事前準備       ５分 

     プレゼンテーション ２０分 

     ヒアリング     ２０分 

     片付け        ５分 

※提出した業務提案書の内容について、２０分以内で分かりやすくプレゼンテーシ

ョンして下さい。続けて行うヒアリングでは、簡潔明瞭に回答して下さい。 

出席者   当日の出席者は１参加申請者あたり４名以内 

持参物   スクリーン及びプロジェクターは市が準備します。その他のプレゼンテーションに

必要な機材は、参加者が用意して下さい。 

 注意事項  参加申請件数が５件を超えた場合に限り、プレゼンテーション等は実績件数の多い

順に最大５者とします。実績件数で５者を絞れない場合、直近の実績の契約金額が高

い順とします。なお、５者以外となった者に対しては、その旨、連絡いたします。 

 

９ 審査・配点基準 

（１）審査委員会の設置 

令和８年度大和高田市市民交流センター駐車場運営管理業務委託事業者選定プロポーザル審

査委員会設置要綱に基づき、令和８年度大和高田市市民交流センター駐車場運営管理業務委託

事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置します。 

（２）審査 

審査は、別紙に定める審査項目及び配点基準に基づいて行い、各審査委員の評価点（１００点

満点）の平均点（以下「平均点」という）が最も高い者を受託候補者とします。このとき、平均

点が最も高い者が複数あった場合は、その中から別紙審査項目②の評価の平均点が最も高い者を

受託候補者とします。なお、この点数も同数であった場合は、委員会の協議により選定します。 

（３）審査における最低基準 

最低基準点を７０点とし、これに満たない者は、受託候補者に選定されません。 

（４）審査における審査対象者が１者の場合の取扱い 

参加者が１者であった場合でも審査を行い、平均点が最低基準点を満たした場合は、当該参加

者を受託候補者に選定し、その旨を通知します。 

（５）配点 

審査における配点は、提案書評価基準（別紙）のとおりです。 

 

１０ 選定結果の通知等 

選定結果は、受託候補者に対してはその旨を、その他の者に対しては選定しなかった旨を通知し

ます。なお、審査の内容及び結果に関する問合せ・異議申立て等は一切できません。 

結果は、全ての参加者にメールにより通知します。この通知日は、令和８年４月３０日（木）を

予定しています。併せて、受託候補者について、速やかに本市ホームページに公表します。 
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１１ 仕様書等の確定の協議 

受託候補者と協議の上、仕様書（提案書を含む。）の内容を確定します。 

 

１２ 委託事業者の決定及び契約手続 

１１の仕様書等の確定により、当該確定の協議を行った交渉権者を市長が契約相手と認めたとき

は、遅滞なく、その旨を連絡します。連絡を受けた者は、契約の相手方であることを知った日から

１０日以内（土、日、祝日を除く）に契約を締結（令和８年５月中旬に締結予定）するものとしま

す。契約締結の事務は、市民生活部市民協働課において行います。 

 

１３ 棄権・失格  

次の各号に該当する場合は、棄権又は失格とみなし、審査の対象から除外します。 

なお、審査終了後に明らかになった場合でも審査結果を無効とし、すでに契約を締結していた場

合は、契約を解除するとともに、違約金を請求します。 

ア 業務提案書等に虚偽の内容を記載した者 

イ この実施要項に違反又は逸脱した者 

ウ その他、市の指示に従わない者 

 

１４ 留意事項 

ア 提案は、１参加者につき１案とします。 

イ 提出された業務提案書等は、返却しません。 

ウ 参加申請後、書類等の差替え、再提出は認めません。ただし、審査のために委員会が必要と

認め、資料の差替え、再提出を求める場合には、申請者は資料の補正、追加資料の提出に応じ

なければなりません。 

エ 参加申請書、質疑書、業務提案書等の作成及び提出、その他この実施要項に基づく手続に係

る一切の費用は、参加者が負担するものとします。 

オ 提出された参加申請書、質疑書、業務提案書、その他の提出資料は、事業者の審査及び選定

以外に、参加者に無断で使用することはありません。 

 カ 書類の押印は、本市への届出印（使用印鑑届）とし、届出のない事業者は実印とします。 

キ 提出された書類等は、大和高田市情報公開条例（平成１０年条例第２５号）に基づく開示請

求があった場合は、公開の対象となります。ただし、参加申請者が事業を営む上で、競争上又

は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があり

ます。なお、委託事業者選定期間中においては、決定に影響するおそれがあるため、全て非公

開とします。 

 

１５ 問い合わせ先（事務局） 

〒６３５－００８５ 

大和高田市片塩町１２番５号 
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大和高田市 市民交流センター 

地域振興部 まち振興課 市民交流センター担当 

※令和８年４月以降、市民生活部 市民協働課 市民交流センター担当 

担当 石井、増田 

TEL：０７４５－４４－３２１０ 

電子メールアドレス：cosmos-plaza@city.yamatotakada.nara.jp  

 


